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令和 ２ 年１１月３０日 

〇条例 

 小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市政策監の設置等に関する

条例の一部を改正する条例 

小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部を改正する条例 

〇規則 

小田原市公共施設予約システムに関する規則の一部を改正する規則 
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小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 ２ 年１１月３０日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市条例第４３号 

小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和６３年小田原市条例第１ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「１００分の１８０」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１７５」を「１００分の１７７．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日か 

ら施行する。 

 



 

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市政策監の設置等に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 ２ 年１１月３０日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市条例第４４号 

小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市政策監の設置等 

に関する条例の一部を改正する条例 

 （小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和３７年小田原市条例第４ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の３第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１５７．５」に改め

る。 

第２条 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条の３第２項中「１００分の１５７．５」を「１００分の１６０」に改める。 

 （小田原市政策監の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 小田原市政策監の設置等に関する条例（令和２年小田原市条例第２７号）の一 

部を次のように改正する。 

 第７条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１５７．５」に改める。 

第４条 小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「１００分の１５７．５」を「１００分の１６０」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和３年 

４月１日から施行する。 



 

小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する 

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 ２ 年１１月３０日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市条例第４５号 

小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例の一部を改正する条例 

 （小田原市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 小田原市職員の給与に関する条例（昭和３７年小田原市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

  第１９条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に改め

る。 

第２条 小田原市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１９条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に

改める。 

（小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１７年小田原市条例

第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の 

１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第４条 小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分

の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和３年 

４月１日から施行する。 



 

小田原市公共施設予約システムに関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ２ 年１１月３０日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市規則第６６号 

小田原市公共施設予約システムに関する規則の一部を改正する規則 

小田原市公共施設予約システムに関する規則（平成１７年小田原市規則第４８号）の

一部を次のように改正する。 

第８条第１項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 個人又は団体が最後に使用等をした日から６年を経過した場合 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


